
統計調査員の仕事のながれと統計調査の種類 

 

     流 れ                   内 容 

 

① 市が行う統計調査員事務         ＊ 辞令や統計調査員証を受け取ります。 

  打合せ会(説明会)に出席        ＊ 調査に必要な用品を受け取ります。 

                    ＊ 受け持つ地域の地図を受け取ります。  

                   ＊ 調査内容，調査方法などについて説明を 

                     受けます 

            

② 調査の準備                ＊ 統計調査員の手引など，説明会で配布さ 

                     れた資料をよく読み，調査内容を理解し 

                                         ます。 

                   ＊ 調査用品の数量などを確認します。 

                   ＊ 調査を受け持つ地区を実際に確認します。 

 

③ 調査対象を訪問              ＊ 統計調査の目的などを説明し，調査への 

                                         協力についてお願いします。 

 

④ 調査票の記入依頼            ＊ 調査票の記入を依頼します。 

                    ＊ 記入方法や記入上の注意事項を説明しま 

                                         す。 

                   ＊ 後日の回収日時を確認します。 

 

⑤ 調査票の回収・点検           ＊ 約束した回収日時に再訪問します。 

                    ＊ 回収した調査票に記入漏れなどがないか 

                                         チエックします。 

                      

⑥ 市へ調査票を提出            ＊ 調査票を決められた期日までに提出しま 

                     す。 

                   ＊ 提出書類の確認を受けます。 

 

※ このながれは標準的なものです，内容については調査によって異なります。 

「①事務打ち合わせ会（説明会）」から「⑥市への調査票を提出」までの期間は約

1ヶ月程度ですが、実際の業務は 1週間程度となります。 



統計調査員による主な統計調査 

 

実施機関名 調査名 周期 

総務省 国勢調査 5年 

総務省 住宅・土地統計調査 5年 

総務省 就業構造基本調査 5年 

総務省 全国家計構造調査 5年 

総務省・経済産業省 経済センサス－活動調査 5年 

農林水産省 農林業センサス 5年 

   

 


